
全産連労災発生情報 No.202009-2 「作業車両から転落」 

 

 

【新聞記事】 

 

※事故発生場所や時期等を特定されることがないよう黒塗りを施しています。 

 

機械設備・有害物質の種類（起因物） 作業車両 

災害の種類（事故の型） 墜落・転落 

被害者数 死亡者数：1 人 

 

 

【同類事故防止対策】 

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」より 

① 原則としてトラックの荷台には作業者を乗車させないこと。別途作業者の移動のため

自動車等を使用する。 

② 道路交通法の適用のない場所において、作業車両の荷台に作業者を乗車させて走行さ

せる必要がある場合は、車両の動揺により、作業者が転落する恐れのない箇所に乗車

させること。なお、荷台にあおりのないトラックの荷台には、作業者を乗車させては

ならない。 

また、道路交通法の適用される道路においては、積載している貨物を看守するための

最少限度の人員を除き、荷台へ乗車させてはならないこととされているので、留意の

こと。 

③ 作業車両の荷台に作業者を乗車させて走行させる場合には、発進させる前に、荷台に

乗車させた作業者の状態(乗車箇所、姿勢等)の安全を確認し、当該作業者に対して発

進の合図を行ってから、車両を発進させること。 

  



【類似事故】 

 

 

 

 

資料出所：職場のあんぜんサイト（厚生労働省）  


